
＜単位：件＞

不開示 不存在
存否
応答
拒否

令和５年度 15 5 7 0 2 0 1 0

　令和5年4月1日　改正個人情報保護法施行

令和４年度 10 3 6 0 0 0 1 0

令和３年度 10 4 4 0 2 0 0 0

令和２年度 14 5 6 0 3 0 0 0

令和元年度 18 3 7 5 3 0 0 0

平成30年度 20 10 5 0 5 0 0 0

平成29年度 12 9 1 0 2 0 0 0

平成28年度 14 4 3 0 7 0 0 0

平成27年度 11 4 5 0 2 0 0 0

平成26年度 9 6 1 0 2 0 0 0

平成25年度 3 3 0 0 0 0 0 0

平成24年度 2 2 0 0 0 0 0 0

平成23年度 1 1 0 0 0 0 0 0

平成22年度 3 2 0 0 1 0 0 0

平成21年度 1 1 0 0 0 0 0 0

平成20年度 3 0 3 0 0 0 0 0

平成19年度 1 1 0 0 0 0 0 0

平成18年度 0 0 0 0 0 0 0 0

平成17年度 2 2 0 0 0 0 0 0

保有個人情報開示請求の処理状況

市長8 教委10

市長17 教委1 企業2

市長12

請求

件数

市長14 教委1

市長14

市長10

市長14

市長10

処理状況

不開示

審査
請求
・
異議
申立
(※)

機関別件数
全部
開示

一部
開示

取り
下げ

市長10 教委1

市長9

市長3

市長2

市長1

※行政不服申立制度の変更に伴い、平成27年度までは異議申立件数を、平成28年度以降は審査請求件数を記載。

市長2

市長2 教委1

市長1

市長2 教委1

教委1

資料 １



＜単位：件＞

非公開 不存在
存否
応答
拒否

令和５年度 302 127 85 2 83 0 5 3

令和４年度 459 154 137 14 139 1 14 5

令和３年度 169 47 93 9 20 0 0 10

令和２年度 243 87 87 4 65 0 0 8

令和元年度 132 39 47 5 34 0 7 2

平成30年度 77 28 21 2 23 0 3 2

平成29年度 85 46 23 5 2 0 9 1

平成28年度 70 37 16 1 16 0 0 0

平成27年度 65 22 38 1 4 0 0 1

平成26年度 34 22 3 4 5 0 0 2

平成25年度 43 30 11 0 2 0 0 0

平成24年度 17 13 3 0 1 0 0 0

平成23年度 16 13 3 0 0 0 0 0

平成22年度 31 21 3 0 7 0 0 0

平成21年度 14 13 1 0 0 0 0 0

平成20年度 16 10 4 1 1 0 0 0

平成19年度 22 17 1 0 3 1 0 0

平成18年度 18 14 2 0 2 0 0 0

平成17年度 28 23 0 2 3 - 0 1

平成16年度 21 14 0 1 6 - 0 0

平成15年度 6 3 3 0 0 - 0 0

平成14年度 16 12 3 0 1 - 0 0

平成13年度 4 2 2 0 0 - 0 0

平成12年度 8 3 3 2 0 - 0 2

平成11年度 8 4 3 1 0 - 0 0

平成10年度 4 0 3 1 0 - 0 0

平成９年度 1 0 1 0 0 - 0 0

市長8

市長7 企業1

市長3 教委1

教委1

※行政不服申立制度の変更に伴い、平成27年度までは異議申立件数を、平成28年度以降は審査請求件数を記載。

市長20 教委6 企業2

市長17 教委2 企業1 議会1

市長5 教委2 議会1

市長11 教委6 企業2 議会2

市長4

市長20 教委9 選管1 企業1

市長12 教委2

市長14 教委2

市長13 教委4 選管2 議会3 

市長8 教委6 選管1 企業1 議会2

市長43 教委13 企業6 議会3

市長23 教委10 企業1

市長28 教委13 企業1 議会1

市長13 教委2 企業1 議会1

市長15 教委１

市長50 教委6 選管2 監査3
企業3 議会6

市長53 教委112 監査3 議会1

市長104 教委126 選管2 監査2 農業2
固定1 企業3 議会3

市長178 教委266 監査3 企業1 議会
11

処理状況

非公開

審査
請求
・
異議
申立
(※)

実施機関別件数
全部
公開

一部
公開

取り
下げ

情報公開請求の処理状況

市長68 教委53 選管1 農業4 企業5
議会1

市長50 教委18 企業3 議会6

市長54 教委24 企業1 議会6

請求

件数

市長128 教委160 監査4 農業1 企業3
議会6

資料 ２
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様式第１号（第３条関係）

年  月  日

    殿

郵便番号       

（請求者）住所又は居所                     

     フリガナ                       

            氏  名                       

            電話番号（     ）      ―         

（法人その他の団体にあっては、その法人等名、代表者の氏名及びその所在地）

行政文書開示請求書

太宰府市情報公開条例第５条の規定により、次のとおり行政文書の開示を請求しま

す。

開示請求する行政文書

の件名又は内容

請求する行政文書が特定で

きるよう、行政文書の名称、

内容等をできるだけ具体的

に記載してください。

開示の方法

該当する□にレ印を 

付けてください。

□ 閲覧  

□ 視聴  

□ 写しの交付（ □郵送希望 ）

※ 事務担当課等記入欄

事務担当課等   部      課      係

備考
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様式第２号（第４条関係）

第     号 

年  月  日 

            様

                                    印

行政文書開示等決定期限延長通知書

年  月  日付けで開示請求のあった行政文書については、太宰府市情報

公開条例第７条第２項の規定により、次のとおり開示等決定の期限を延長したので通

知します。

開示請求に係る

行政文書の件名又

は内容

延長前の決定期間
年   月   日 から

年   月   日 まで

延長後の決定期限 年   月   日

延長の理由

事務担当課等

部      課      係

電話番号（   ）   ―     内線（    ）

備考
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様式第３号（第４条関係）

第     号 

年  月  日 

            様

                                    印

行政文書開示決定通知書

年  月  日付けで開示請求のあった行政文書については、太宰府市情報

公開条例第７条第３項の規定により、次のとおり行政文書の全部を開示することに決

定したので通知します。

開示請求に係る

行政文書の件名

行政文書の開示

を実施する

日時及び場所

日時 年   月   日    時   分 

場所 

事務担当課等

部      課      係

電話番号（   ）   ―     内線（    ）

備考

注 １ 行政文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。

  ２ 指定された日時に来られない場合は、あらかじめその旨を電話等により事務担当課等

まで連絡してください。
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様式第４号（第４条関係）

第     号 

年  月  日 

            様

                                    印

行政文書部分開示決定通知書

年  月  日付けで開示請求のあった行政文書については、太宰府市情報

公開条例第７条第３項の規定により、次のとおり行政文書の一部を開示することに決

定したので通知します。

開示請求に係る

行政文書の件名

行政文書の開示

を実施する

日時及び場所

日時 年   月   日    時   分 

場所 

開示しない部分

及び理由

太宰府市情報公開条例第 10 条第  号に該当

（理由）

事務担当課等

部      課      係

電話番号（   ）   ―     内線（    ）

※開示しない部分について、開示することができることとなる期日が明らかな場合

当該行政文書は、 年 月 日以後に開示できますので、その日以後改めて請求を

してください。

注 １ 行政文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。

  ２ 指定された日時に来られない場合は、あらかじめその旨を電話等により事務担当課等

まで連絡してください。

（教示）

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

月以内に、〔   〕に対して審査請求をすることができます。

２ この決定の取り消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６月以内に、太宰府市を被告として（代表者は太宰府市長となります。）提起することが

できます。なお、この決定があったことを知った日から６月以内であっても、決定の日から

１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。

ただし、審査請求をした場合の決定の取り消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。
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様式第５号（第４条関係）

第     号 

年  月  日 

            様

                                    印

行政文書不開示決定通知書

年  月  日付けで開示請求のあった行政文書については、太宰府市情報

公開条例第７条第３項の規定により、次のとおり行政文書の全部を開示しないことを

決定したので通知します。

開示請求に係る

行政文書の件名

又は内容

開示しない理由

□太宰府市情報公開条例第８条に該当

□太宰府市情報公開条例第 10 条第  号に該当

□開示請求に係る行政文書が不存在

（理由）

事務担当課等

部      課      係

電話番号（   ）   ―     内線（    ）

※開示することができることとなる期日が明らかな場合

当該行政文書は、 年 月 日以後に開示できますので、その日以後改めて請求を

してください。

（教示）

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

月以内に、〔   〕に対して審査請求をすることができます。

２ この決定の取り消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６月以内に、太宰府市を被告として（代表者は太宰府市長となります。）提起することが

できます。なお、この決定があったことを知った日から６月以内であっても、決定の日から

１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。

ただし、審査請求をした場合の決定の取り消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。
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様式第６号（第４条関係）

第     号 

年  月  日 

            様

                                    印

行政文書開示請求却下通知書

年  月  日付けの開示請求について、太宰府市情報公開条例第７条第３

項の規定により、次のとおり請求を却下するので通知します。

開示請求に係る

行政文書の件名

又は内容

却下の理由

太宰府市情報公開条例第６条の２第  号に該当

（理由）

事務担当課等

部      課      係

電話番号（   ）   ―     内線（    ）

（教示）

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

月以内に、〔   〕に対して審査請求をすることができます。

２ この決定の取り消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６月以内に、太宰府市を被告として（代表者は太宰府市長となります。）提起することが

できます。なお、この決定があったことを知った日から６月以内であっても、決定の日から

１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。

ただし、審査請求をした場合の決定の取り消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。
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様式第７号（第４条関係）

第     号 

年  月  日 

            様

                                    印

行政文書開示等決定期限特例延長通知書

年  月  日付けで開示請求のあった行政文書については、太宰府市情報

公開条例第７条第５項の規定により、次のとおり開示等決定の期限を延長したので通

知します。

開示請求に係る

行政文書の件名

又は内容

延長前の決定期間
年   月   日 から

年   月   日 まで

開示請求に係る行政

文書のうちの相当の

部分について開示等

決定をする期限

年   月   日

残りの行政文書につ

いて開示等決定をす

る期限

年   月   日 

太宰府市情報公開条

例第７条第５項を適

用する理由

事務担当課等

部      課      係

電話番号（   ）   ―     内線（    ）

備考
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様式第８号（第７条関係）

第     号 

年  月  日 

            様

                                    印

行政文書の開示請求に係る意見照会書

あなた（貴団体）に関する情報が記録されている行政文書について、太宰府市情報公

開条例第５条の規定による開示請求がありましたので、当該行政文書について開示等

決定を行う際の参考とするため、同条例第 12 条第１項の規定に基づき、御意見を伺う

こととしました。 

つきましては、当該行政文書を開示することにつき御意見があるときは、「行政文書

の開示等決定に係る意見書（様式第９号）」を御提出していただきますようお願いいた

します。 

なお、提出期限までに意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取

り扱わせていただきます。 

開示請求があった年月日 年   月   日 

開示請求に係る行政文書

の件名 

開示請求に係る行政文書

に記録されているあなた

（貴団体）に関する情報

の内容 

意見として提出願う内容

意見書の提出先

（事務担当課等）

所在地（〒       ）

名 称            部

          課      係

電話番号（   ）   ―     内線（    ）

意見書の提出期限 年     月     日

備考
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様式第９号（第７条関係）

年  月  日 

    殿

郵便番号       

住所又は居所                     

フリガナ                       

氏  名                       

電話番号（     ）      ―         

（法人その他の団体にあっては、その法人等名、代表者の氏名及びその所在地）

行政文書の開示等決定に係る意見書

    年  月  日付け    第   号で照会のあった行政文書の開示につ

いて、次のとおり意見を提出します。

開示請求に係る行政

文書の件名

開示請求に係る行政

文書に記録されてい

る私（当団体）に関

する情報の内容

開示に関しての意見

□ 当該行政文書を開示されることについて支障がない。 

□ 当該行政文書を開示されることについて支障がある。 

(1) 支障（不利益）がある部分 

(2) 支障（不利益）の具体的理由 

注 １ 本意見書の内容確認等を行う場合がありますので、電話番号欄には、確実に連絡が取

れる番号を記載してください。

  ２ 開示に関しての意見欄には、当該行政文書を開示されることについて「支障がない」

場合、「支障がある」場合のいずれかに該当する□にレ印を付けてください。また、「支

障がある」を選択された場合には、(1)支障（不利益）がある部分、(2)支障（不利益）

の具体的理由について記載してください。
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様式第 10 号（第７条関係） 

第     号  

年  月  日  

            様 

                                    印 

反対意見書に係る行政文書の開示決定通知書 

    年  月  日付けであなた（貴団体）から「行政文書の開示等決定に係る意

見書」の提出がありました行政文書については、次のとおり開示することを決定しま

したので、太宰府市情報公開条例第 12 条第２項の規定により通知します。 

開示決定した行政文書

の件名

開示決定した行政文書

に記録されているあな

た（貴団体）に関する

情報の内容

開示決定をした理由

開示決定をした日       年   月   日

開示を実施する日       年   月   日

事 務 担 当 課 等
部      課      係

電話番号（   ）   ―     内線（    ）

（教示）

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

月以内に、〔   〕に対して審査請求をすることができます。

２ この決定の取り消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６月以内に、太宰府市を被告として（代表者は太宰府市長となります。）提起することが

できます。なお、この決定があったことを知った日から６月以内であっても、決定の日から

１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。

ただし、審査請求をした場合の決定の取り消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。
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